
住宅型有料老人ホーム はくじゅ 

管 理 規 程 

 

（事業の目的） 

第１条 株式会社オファサポートが開設する有料老人ホームはくじゅ（以下「事業者」と

いう）が行う住宅型有料老人ホーム（以下「事業」という）の適正な運営を確保

する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、円滑な運営を図る事を目的と

する。 

 

（運営の方針） 

第２条 １ 事業の実施にあたっては、入居者が可能な限りその有する能力に応じて、自 

  立した生活を営む事ができるようにする。 

２ 入居者がゆったり落ちつき、自由に安定した生活ができるよう努めるものとす

る。 

３ 入居者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりや 

すく説明する。 

４ 入居者の尊厳を守るよう努めるものとする。 

５ 入居者・その家族の要望に柔軟に対応し、その人らしく生活ができるよう努 

るものとする。 

 

（事業者の名称及び所在地等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

１ 名 称 住宅型有料老人ホームはくじゅ 

２ 所在地 宮崎県宮崎市赤江字飛江田１０５２ 

 

（入居定員及び居室数） 

第４条 事業者の入居定員及び居室数は次の通りとする。 

１ 入居定員 ２４名    

２ 居室数  ２２室（全室個室）夫婦部屋 1室 

 

（従業者の職種・員数及び勤務内容） 

第５条 職員の職種・員数及び職務の内容は、次の通りとする。 

１ 管理者 １人（常勤、相談員兼務） 

事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うものとする。又、利用者及びそ

の家族への生活相談に対応すると共に、必要な助言その他の援助を行うもの



とする 

2  事業のサービスが入居者に対し、円滑に提供できるように勤務体制を確保す

る。 

3  従業者の勤務体制を定めるにあたっては、入居者が安心して日常生活が送れ 

るよう継続性を重視したサービスの提供に配慮する。 

4  従業者の資質の向上のために、その研修の確保に努めるものとする。 

 

（内容及び手続きの説明および同意） 

第６条 当事業所の提供開始にあたり、予め入居申込者及びその家族に対し、当管理規定

の概要及び重要事項等についての文章を交付して説明を行い、提供の開始にあた

り入居申込者の同意を得なければならない。 

 

（入退所） 

第７条 １ 入居対象者は、概ね６５歳以上の要介護１以上の高齢者であり、多人数によ 

る共同生活を営む事に支障の無い者とする。 

２ 入居申込者が、入院治療を要する者等の入居が困難であると認めた場合は、 

適切な他の介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の措置を速やかに 

講じるものとする。 

３ 入居者の退所に際しては、入居者及びその家族の希望により相談に応じる。 

４ 入居者の退所に際しては、入居者及びその家族の希望に対して、居宅介護支 

援事業所等への情報の提供及び保健医療サービス及び福祉サービスを提供す 

る事業者との密接な連絡調整に努めるものとする。 

 

（サービスの内容） 

第８条 １ 入居者に対して、次のサービス項目に基づきサービスを提供する。 

   一 食事への誘導、その他の日常生活上の見守り。 

   二 行政機関に関する手続きの代行、その他社会生活上の便宜の提供。 

   三 必要に応じて医療機関への受診の手配。 

   四 生活相談 

２ 入居者が、その状態と有する能力に応じた日常生活を営む事ができるよう適 

切なサービスを提供する。 

３ 各関係機関との密接な連携に努めるものとする。 

 

（利用料） 

第９条 １ 事業のサービスに要する費用額は「重要事項説明書」の別紙に記載したとお 

 り。 

２ 利用料にかかるサービス提供にあたって入居者及びその家族に対して、サー 



ビスの内容及び費用について説明し、入居者及びその家族の同意を得るもの 

とする。 

 

（利用料の変更） 

第１０条 １ 事業者は経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合には、 

前条の規定による利用料を変更する事ができる。 

 ２ 事業者は、前項の規定により利用料を変更する場合は予め、入居者又はそ 

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文章により説明、同 

意を得るものとする。 

 

（介護） 

第１１条 １ 入居者の心身の状況に応じて、自立の支援と日常生活の充実に資するよう 

適切な居宅サービス事業者の紹介及び相談に応じる。 

        ２ 食事・入浴・その他の日常生活上の更衣・排泄・体位変換・シーツ交換等

の介助が必要な方は、原則として居宅サービス事業者が対応するものとする。 

その場合従業者または担当の介護支援専門員へ相談するものとする。 

３ ご利用開始後、健康状態の把握及び安定のため、入居者の責任において出

来るだけ定期的に医療機関への受診をするものとする。介添えが必要な場合

には相談するものとする。 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１２条 １ 入居者の趣味または嗜好に応じた活動の相談に応じる。 

 ２ 入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続きについて、入

居者及びその家族が行う事が困難である場合は、その者の同意を得て代行す

る。 

 ３ 常に入居者及びその家族との連絡を密にし、連携を図るように努めるものと

する。 

 

（定員の厳守） 

第１３条 入居定員及び居室の定員を超えて入所させてはいけない。 

 

（居室の移動） 

第１４条 １ 入居者は原則として、別に定める契約書により締結した居室を使用するも 

のとする。ただし、適切にサービスを受ける事が困難な場合であって、 

次の各号に定める場合には、利用してない居室がある場合に限り、入居者 

の希望により居室を移動する事ができる。 

 一 日照、採光などの環境が、より適切なサービス提供をする合理的理 



由がある時。 

 二 現に利用している居室の設備等が、より適切なサービスを提供する 

上で著しい支障がある時。 

 三 より適切なサービス提供をする上で、他の入居者との関係が日常生 

活を送る上で著しい支障がある時。 

 四 その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため、 

入居者の日常生活に著しい支障がある時 

 ２ 事業者は、居宅サービス事業の提供に著しい支障があると認める時は、事 

業者の管理者は、入居者の同意を得て居室を移動させる事ができる。 

 

（居室の移動の手続き） 

第１５条 １ 前条第１項に規定する居室の移動を希望する入居者は、その理由を付した 

書面により管理者へ提出しなければならない。 

 ２ 事業者の管理者は、前項の書面を受理した時は、その理由その他居宅サー 

ビス事業の適切な運営を総合的に勘案し、その適否を入居者に書面を持っ 

て通知する。 

 ３ 前条第２項の規定により、事業者が入居者の居室を移動させる場合は、そ 

の理由を付した書面を交付し、入居者の同意を得なければならない。 

 

（居室の移動にかかる費用負担） 

第１６条 １ 前条第２項の規定により居室の移動をした入居者は、移動する前に使用し 

  ていた居室を入居前の現状に復しなければならない。 

 ２ 前項に規定する現状に復する費用は入居者の負担とする。 

 

（記録と整理） 

第１７条 １ 事業者は、職員、設備及び会計に関する次の各号に掲げる諸記録を整備 

する。 

  一 居宅サービス事業者等から報告に係る内容の記録。 

  二 居宅サービス事業者の業務の実施状況に関する記録。 

      三 市町村への通知に関する事項の記録。 

      四 苦情内容等の記録。 

      五 事故の状況及び事故に際してとった処置の記録。 

      六 提供した具体的なサービスの内容等の記録。 

      七 身体拘束などの態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 

やむを得ない理由の記録。 

     ２ 入居者に関する記録について、退所時に希望があれば入居期間中の記録の 

写しを交付する。 



 

（喫煙） 

第１８条 喫煙は、屋外の所定の場所に限り、それ以外の場所は居室内を含み禁煙に協力 

して頂くものとする。 

 

（飲酒） 

第１９条 飲酒は、事業所内の所定の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居 

室内を含み禁酒に協力して頂くものとする。 

 

（衛生保持） 

第２０条 入居者は、事業者の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために事業者に協力  

して頂くものとする。 

 

（禁止行為） 

第２１条 入居者は、事業者で次の行為をしてはならない。 

  一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の 

自由を侵すこと。 

  二 けんか、口論、泥酔等で他の入居者などに迷惑を及ぼすこと。 

  三 事業者の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

  四 指定した場所以外で火気を用いること。 

  五 故意に事業者若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 

 

（入居者に関する市町村への通知） 

第２２条 入居者が次の各号いずれかに該当する場合には、延滞なく、意見を付してその 

旨を市町村に通知する。 

  一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わない事により、要介 

護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

  二 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしている 

    とき。 

 

（緊急時の対応） 

第２３条 事業者は、入居者の心身状況に急変が生じた場合、その他緊急の事態が生じた 

場合には、速やかに主治医または協力医療機関に連絡すると共に、出来るだけ 

速やかにその家族に連絡するなど必要な措置を講じる。 

 

（事故発生時の対応） 

第２４条 事業者は、入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、前条 



に沿って対応すると共に、市町村など関係機関に連絡する。 

 

（非常災害対策） 

第２５条 事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、防災及び避難に関する計画を作 

成し、従業者に周知すると共に、当該計画に沿って年１回以上の避難誘導訓練 

その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（協力医療機関等） 

第２６条 １ 入居者の病状の急変などに備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めて 

おくものとする。 

 ２ サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等の為に病院との 

連携及び支援体制を整える。 

 

（利益供与の禁止） 

第２７条 １ 居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業者またはそれらの従業者に対し、 

当事業所を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与 

しない。 

２ 居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業者またはそれらの従業者から、 

当事業所からの退所者を紹介することの代償として、金品その他の財産上 

の利益を供与しない。 

 

（サービス提供拒否の禁止） 

第２８条 正当な理由なく事業のサービス提供を拒んではならない。 

 

（掲示） 

第２９条 施設の見やすい場所に、管理規定の概要、職員の勤務体制。協力医療機関、利 

用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。 

 

（個人情報の保護） 

第３０条 １ 事業者の職員は、正当な理由なく業務上知り得た入所者またはその家族の 

秘密を洩らしません。 

 ２ 退職者等が、正当な理由が無く業務上知り得た入所者またはその家族の秘 

密を洩らさぬよう、必要な処置を講じる。 

 

 

 

 



（苦情処理） 

第３１条 １ 事業者は、サービスに関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適 

切に対応するため、苦情受付窓口を設置するものとする。 

 ２ 前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。 

 

（地域との連携） 

第３２条 運営にあたって、地域住民又は住民の活動との連携、協力を行う等地域との交 

流に努める。 

 

（運営懇談会） 

第３３条 入所者の方々の意見、要望を管理・反映させ業務を円滑に行う為、入所者及び 

その家族と「運営懇談会細則」により運営するものとする。 

 

（その他） 

第３４条 この規定に定める事項のほか、管理運営に関する重要事項は株式会社オファ 

サポートと施設との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

附則 この規定は、平成 29年 7月 1日から施行する。 

 


